
公告第１３号 

平成３０年１１月１日 

熊本県後期高齢者医療広域連合財務会計システム再構築業務に 

ついて公募型コンペを行うので、次のとおり公告する。    

             熊本県後期高齢者医療広域連合長 大 西 一 史 

１ 公募型コンペに付する事項 

  熊本県後期高齢者医療広域連合財務会計システム再構築業務 

２ 業務概要 

  公告日に配布する別紙仕様書のとおり 

３ 本コンペに参加する者に必要な資格に関する事項 

 （１）本コンペに参加するものに必要な資格要件は、この事業の公告日現在において、

次の要件全てを満たす者であること。 

  ア 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない

者であること。 

  イ 2015 年度以降に地方公共団体において本業務と同様の業務を行った実績を有

する者であること。 

ウ 参加申込時点において、会社更生法（2002 年法律第 154 号）の規定による更

生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法（1999 年法律第 225 号）の

規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。 

エ 過去１年間の法人税、消費税等租税を完納していること。 

オ 一般財団法人日本情報処理開発協会（ＪＩＰＤＥＣ）が認定するプライバシー

マーク資格を有すること。 

カ 暴力団員が事業主又は役員に就任している法人でないこと。 

キ 暴力団員が実質的に運営している法人等でないこと。 

ク 暴力団員であることを知りながら当該暴力団員を雇用し、又は使用している法

人でないこと。 

ケ 暴力団又は暴力団員に対して経済上の利益又は便宜を供与している法人でな

いこと。 

コ 暴力団又は暴力団員と社会的に避難される関係を有している法人でないこと。 



サ 広域連合から概ね３時間以内の移動距離内に事業所（サポート拠点）等を有し

ている法人であること。 

４ コンペの申込 

  本コンペへの参加を希望する者は、平成３０年１１月９日（金）１７時まで 

 に、次の方法により申し込むこと。なお、詳細は、別添「熊本県後期高齢者医療広域

連合財務会計システム再構築業務企画提案実施要綱」のとおり。 

 （１）申込書の配布期間、場所 

  ア 配布及び参加申込期間 

    平成３０年１１月１日から平成３０年１１月９日  

  イ 場所 

    熊本県後期高齢者医療広域連合ホームページ 

    http://www.kumamoto-kouikirengo.jp/ 

 （２）申込書類 

  ア 提出意思確認書（様式１） 

  イ 納税証明書 

  ウ 役員名簿 

  エ 2015 年度以降の地方公共団体での実績 

   ※参加資格に関して、別途広域連合から照会や関係書類の提出を求める場合があ    

る。 

 （３）申込方法 

  ア 持参又は郵送により申し込むこと。 

  イ 宛先の件名には「コンペ申込（財務会計システム）」と記載すること。 

  ウ 申込には必要事項を記入した上記（２）の書類を添付すること。 

  エ 申込先は、次のとおり。 

    〒862-0911 熊本県熊本市東区健軍２丁目４番１０号 

    熊本県後期高齢者医療広域連合 総務課 企画財務班 担当：松﨑 

    メールアドレス：matsuzaki@kumamoto-kouiki.jp

（４）契約保証金

   熊本県後期高齢者医療広域連合契約事務規則第 28 条の定めるところにより、落札者

は、契約金額の100分の10以上の契約保証金を契約締結のときまでに納付すること。

ただし、利付国債又は金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることがで

きる。また、次に掲げる場合においては、契約保証金を免除とする。 

ア 保険会社との間に広域連合を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、保証証

券を契約締結の時までに提出したとき。 

イ 過去２年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を２回以

上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行し、このことを証するため、



契約書の写しを提出したとき。

５ 参加資格の決定 

  参加資格の審査結果は、資格が無い者へは平成３０年１１月１６日（金）までに通

知する。 

６ 企画提案の決定 

  ア 企画提案書が受託要件を満たし、企画提案書を募集する際に定める要綱や   

企画提案仕様書に適合しているか、業務の目的に沿っているかどうかを審査した

上で、価格点（１００点満点）と企画提案評価点（１５０点満点）を合計した評

価の総合点が最も高い提案を選定する。 

  イ 総合評価点の最も高い者が２者以上あるときには、経費総括表の金額が最も安

価な提案を採用する。なお、経費総括表の金額も同額の場合は、審査委員の投票

で決定する。 

  ウ 申請者が１者しかなかった場合は、再広告を行うこととする。再広告後の申請 

者が１者の場合は、その１者の審査を行い、評価の総得点が満点の６割を超えた

場合は採用するものとする。 


